


第3条（料金・請求方法等）

1. 本研修のプランおよび料金は、 下記の表のとおりとする。

受講人数 1名 2名 3名以上

4時限研修プラン 26,400円（税込） 44,000円（税込） 17,600 X（人数）円（税込）

3時限研修プラン 19,800円（税込） 33,000円（税込） 13,200 X（人数）円（税込）

2時限研修プラン 13,200円（税込） 22,000円（税込） 8,800 X（人数）円（税込）

運転診断プラン 6,600円（税込） 11,000円（税込） 4,400 X（人数）円（税込）

2. 1時限は50分とし、 甲および乙の疲労回復のため、 各時間10分間の休憩を設ける。

3.乙は、 本契約後（本研修前）に第1項の料金に従い、 甲に対して請求書を発行しメ ー ル又は郵送にて送付する。

4甲は、 前項の請求書により請求された額を請求書記載の期日（本研修日の14日前）までに、 乙の指定する金融機関

の口座に振込むことにより、 支払う。 なお、 振込に要する費用は甲の負担とする。

5. 事前に協議した以外の作業が発生した場合には、 その都度甲乙が協議して書面でその額を定める。

第4条（実施場所·設備等）

1本研修の実施場所は、 甲の指定する施設（以下「実施場所」とする。）とする。

2.乙1ま、 本研修を実施するために必要な設備・機材等（以下「設備等」という。）を準備し、 甲に提供する。

3.田は、 実施場所および設備等を善良な管理者の注意をもって使用し、 本研修実施以外の目的に使用してはならない。

4甲は、 甲の所有する車両を使用して本研修を希望する場合、 実施場所は乙の指定する場内コ ー スのみとする。

第5条（遵法義務）

乙は、 本業務の実施にあたり、 「個人情報の保護に関する法律」等関連する諸法令を遵守する。

2. 甲1ま、 本業務の実施にあたり、 道路交通法を遵守する。

第6条（機密保持）

乙は、 本研修実施の過程で知り得た、 甲の技術上、 営業上その他の業務上 一 切の事実·資料等の情報（以下「機密情

報」という）を本研修ならびにその他本規約に定める義務の履行以外の目的に使用せず、 またこれらを機密として保持

し、 事前に甲の書面による同意なしに当該目的を遂行する上で知る必要のある乙の役員、 従業員以外に開示、 漏洩等して

はならず、 また、 一切これを第三者に開示、 漏洩などをしてはならない。 ただし、 次の各号に該当するものについては、

この限りではない。

①情報を入手した時点で既に公知のもの、 または入手後乙の責によらずして公知となったもの

②情報を入手した時点で既に乙が保有しているもので、 そのことが立証できるもの

③正当な権限を有する第三者から機密保持義務を負うことなく正当に入手したもの

④乙が独自に開発したもので、 入手情報によらないもの

⑤法律、 規則、 政府ないし裁判所の命令等によって開示が義務づけられたもの

第7条（情報・資料の管理）

1.乙は、 甲から提供された資料等を甲に返還するまでの間、 本研修ならびにその他本規約に定める義務の履行以外の目

的に使用せず、 また甲の事前の承諾なしにこれらを複製しない。

2.乙は、 前項の資料等を、 責任をもって厳重に管理する。

第8条（教材などの権利の帰属）

本研修の履行過程において乙によって作成された教材にかかる著作権（著作権法第27条および第28条に定める権利

を含む）は、 従前から甲に帰属する著作物を含む場合を除き、 乙に帰属する。 ただし、 乙は、 甲に対して、 本研修の実施

の目的の範囲に限定して、 これら著作物の利用を許諾する。

第9条（写真撮影・録画・録音の禁止）

甲は、 乙の実施する本研修について、 写真撮影、 録画、 録音またはそれに準ずる行為を行わない。
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